
『果樹共済』は台風、ひょう害等の自然災害、火災、病虫害および鳥獣害などの

不慮の災害等による損失を補てんできる制度です。また、青色申告を実施している

方は、価格低下を始めとする、ほとんどのリスクを補てんできる『収入保険』に加

入できます。安心・安全な経営のため『果樹共済』または『収入保険』への加入を

おすすめします。

～農業保険への加入をおすすめします～

台風 ひょう 霜 地震

火災 病虫害 鳥獣害

自然災害、火災、病虫害及び鳥獣害が対象になります。

加入できるのは？

りんご・なしを栽培している農家が加入できます。
加入には、早生・中生・晩生ごとに５アール以上の栽培面積が必要です。

※一部園地のみの加入はできません。

どんな災害が対象になるの？ それぞれの樹種で品種の収穫期ごとに早生・中生・晩生と分けて「類区分」を設定しています。

また、同一の類区分の中で、価格差の大きい品種が含まれる場合には、さらに「細区分」を設定しています。

品目単位で「類区分」を設定します。

また、過去４年間の収穫量等が把握できる場合は、申込者の記帳単位ごとに「細区分」を設定できます。

それぞれの樹種で品種の収穫期ごとに早生・中生・晩生と分けて「類区分」を設定します。

また、同一の類区分の中で、価格差の大きい品種が含まれている場合には、さらに「細区分」を設定します。

出荷資料・確定申告関係書類により収穫量の減収を把握し、損害を査定する方式です。
※加入するためには、出荷資料・確定申告関係書類のいずれかの書類が必要になります。

出荷資料を提出していただく場合

確定申告関係書類を提出していただく場合

(※)標準収穫金額…過去４か年分の出荷資料等から計算された標準収穫量に、１kg当たりの価額を乗じて算出したものです。

付保割合 支払開始割合補償額(共済金額)

70％・60％・50%・40％ 20%・30％・40％標準収穫金額(※)　×　付保割合

どんな方式（補償）があるの？

補償期間は？

ほ場ごとの収穫量を申告していただき、現地評価により減収を把握し、損害を査定する方式です。

※付保割合は が補償する最高限度額を定める割合です。

※支払開始割合は、被害により減収量が選択した割合を超えた場合に、支払いが開始される割合です。

※付保割合・支払開始割合は選択することができます。

全相殺減収方式

半相殺減収総合短縮方式

補 償 期 間

補 償 期 間補 償 期 間

全相殺減収方式

半相殺減収総合短縮方式

R6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R7.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

花芽の形成期

収穫期 収穫期

収穫期

発芽期 発芽期

発芽期

(※)標準収穫金額…品種・樹齢等に応じて計算された標準収穫量に、１kg当たりの価額を乗じて算出したものです。

※発芽期から果実の収穫期まで（申込期間：２月５日～２月25日まで）

（年月）

※花芽の形成期から翌年の果実の収穫期まで（申込期間：5月10日～５月31日まで）

付保割合 支払開始割合補償額(共済金額)

70%・60％・50％・40％ 30%・40％・50％標準収穫金額(※)　×　付保割合

ぜんそうさいげんしゅうほうしき

はんそうさいげんしゅうそうごうたんしゅくほうしき
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掛金総額　48,000円

多目的ネット割引
24,000円(50％)

農家負担掛金
12,000円(25％)

国庫負担掛金
12,000円(25％)

掛金総額　48,000円

農家負担掛金
24,000円(50％)

国庫負担掛金
24,000円(50％)

農家負担掛金
10,010円(32.5％)

国庫負担掛金
10,010円(32.5％)

多目的ネット割引
10,780円(35％)

掛金総額　30,800円

掛金総額　30,800円

農家負担掛金
15,400円(50％)

国庫負担掛金
15,400円(50％)

掛金総額　59,200円

多目的ネット割引
29,600円(50％)

農家負担掛金
14,800円(25％)

国庫負担掛金
14,800円(25％)

掛金総額　59,200円

農家負担掛金
29,600円(50％)

国庫負担掛金
29,600円(50％)

掛金総額　34,700円

農家負担掛金
11,278円(32.5％)

国庫負担掛金
11,277円(32.5％)

多目的ネット割引
12,145円(35％)

掛金総額　34,700円

農家負担掛金
17,350円(50％)

国庫負担掛金
17,350円(50％)

共済掛金は、掛金総額の半額を国が負担します。

また、防災施設が設置してある場合は、掛金が割引されます。

【防災施設ごとの割引率】 【％】

多目的ネットが設置されている場合

多目的ネットが設置されている場合

多目的ネットが設置されている場合

多目的ネットが設置されている場合

全相殺減収方式に加入した場合

全相殺減収方式に加入した場合

半相殺減収総合短縮方式に加入した場合

半相殺減収総合短縮方式に加入した場合

掛金はどれくらい？

※複数の防災施設が設置してある場合は、合算した割引率が適用になります。

※一部園地に設置してある場合は、設置園地のみ割引対象となります。

※割引率を適用した園地において、被害発生時に防災施設が設置されていなかった場合には、対象事故に

係る減収量は分割されます。

※掛金率は、過去の損害率により加入者ごとに設定されます。

りんご補償額100万円で試算した掛金の目安

なし補償額100万円で試算した掛金の目安

掛 金 総 額 ＝ 共済金額（補償額） × 掛金率

国庫負担掛金 ＝ 掛金総額 × 50％

農家負担掛金 ＝ 掛金総額 － 国庫負担掛金

※掛金率の目安（平均）

全相殺減収方式 半相殺減収総合短縮方式

りんご

なし

3.47%

5.92%

3.08%

4.80%

品目
方式

防風
ネット

防ひょう
ネット

防鳥
ネット

多目的
ネット

防災施設

樹種

りんご 5 － － 35

なし 5 30 5 50 5 5

防霜
ファン

防蛾灯

5 －
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【損害割合別支払割合】 【％】

＝ 1,000,000円 × 支払割合38％

＝ 1,000,000円 × 支払割合29％

21 31 40 50 60 70 80 90 100

1 14 25 38 50 63 75 88 100全相殺減収方式

損害割合

共済金の計算は？

分割評価

損害防止事業

共済金支払例 【補償額（共済金額）1,000,000円で、損害割合50％の場合】

共済金支払例 【補償額（共済金額）1,000,000円で、損害割合50％の場合】

共済金380,000円

共済金290,000円

※共済金は「損害割合」に応じた「支払割合」によって算出されます。

提出された出荷資料等により、損害割合を算出し共済金を支払います。

類区分ごとの収穫量調査により、損害割合を算出し共済金を支払います。

通常行う肥培管理や防除等をせずに発生した被害の場合、分割評価基準に

基づき、減収量から差し引きます。

では、加入者の被害未然防止を目的に、薬剤等の配布を行って

います。

全相殺減収方式

半相殺減収総合短縮方式

※支払開始割合20％を選択した場合

【損害割合別支払割合】 【％】

30 31 40 50 60 70 80 90 100

0 1 14 29 43 57 71 86 100

損害割合

短縮方式

※支払開始割合30％を選択した場合

樹園地を見回り、被害状況を調査します。

出荷施設から資料を

提出していただき、

出荷数量を調査します。

JA等の出荷施設へ

出荷している方

農産物の収穫に関する事項を記載した帳簿を

提出していただき、収穫量を調査します。

白色申告の方

収穫量検証調査

出荷数量等調査

確定申告関係書類調査

被害が発生したら？

共済事故が発生したら へ連絡してください。

損害評価方法

※ＪＡ等の出荷団体やご自身が記帳した帳簿（税申告の元帳）の収穫量を提出していただき、損害を

査定します。

①被害概況調査

被害発生の都度、被害地域の見回り等により、被害状況を調査し損害評価の

準備を行います。

②収穫期着果数調査

収穫期に被害申告のあった樹園地の着果数の調査します。

③果実品質調査

収穫期着果数調査時に、着果している果実の品質について調査します。

④果実重調査

収穫期に調査樹園地の果実で、大きさが中庸と見られるものを20粒以上抽出

し、平均果実重を調査します。

※損害評価の基準となる“基準収穫量”は、全樹園地の園地条件・肥培管理・隔年結果状況及び

損害評価実績を加味し、決定します。

※品種ごとの収穫期に現地調査を行います。

全相殺減収方式

半相殺減収総合短縮方式

青色申告の方
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